
 1 

1. 広域化事例（参考資料） 

 

1.1  事業統合 

1) 秩父広域市町村圏組合（一部事務組合） 

新規に秩父広域市町村組合を設立し、事業統合を行った。水道料金は設立から 5 年を目途に

統一を目指しており、統一までは基準料金を設け、不足分を各市町から繰り入れる。平成 28～

令和 7 年度までの 10 年間は生活基盤施設耐震化等補助金（補助率 1/3）を活用する計画となっ

ている。 

 

 

 

 

 

図 1-1 秩父広域水道広域化の事業スキームとスケジュール、給水人口 
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2) 会津若松市（事業の全部譲り受け） 

既存の会津若松市水道事業が母体となり、水平統合を行った。認可や会計等を一本化し、

水道料金も統一されている。現在、河東町と北会津村は会津若松市に編入している。 

 

 

 

 

 

図 1-2 会津若松市の事業スキームとスケジュール、給水人口 
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1.2  事業統合（水平・垂直統合） 

1) 大阪広域水道企業団※事業統合するが料金はすぐに統一しないパターン 

府域一水道を目指し、現在 14 市町村の水道事業を統合している。負債も含めて無償で継承

する。水道料金は将来的に統一するが、統合時においては区分している。交付金として、府

補助金（大阪府生活基盤施設耐震化等補助金）、国交付金（生活基盤施設耐震化等交付金等）、

水道事業統合促進基金の積立を利用している。 

 

 

 

 

図 1-3 大阪広域水道企業団の事業スキームとスケジュール、給水人口 
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2) 香川県（県一水道）※事業統合するが料金は 10年後に統一するパターン 

新規に香川県広域水道企業団を設立し、事業統合を行っている。令和 10 年度を目途に料金

統一を目指している。令和 9 年度までは生活基盤施設耐震化等補助金（補助率 1/3）を活用す

る計画となっている。 

 

 

 

 

 

図 1-4 香川県広域水道企業団の事業スキームとスケジュール、給水人口  
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3) 奈良県（県一水道）※検討中 

企業団を令和 6 年度までに設立し、令和 7 年度までに事業を開始する予定である。水道資

産（施設、資金、負債）はすべて引き継ぐ。基本的に統合時に料金を統一するが、供給単価

に統合効果が見られない葛城市・大淀町に対しては将来的な料金統一を条件に、セグメント

会計で対応する。企業団として単一の事業認可を取得し、広域化事業交付金（交付率 1/3）、

運営基盤強化等交付金（交付率 1/3）が対象となる。 

 

 

 

 

 

図 1-5 奈良県広域化の事業スキームとスケジュール、給水人口 
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4) 広島県（県一水道）※検討中 

事業統合に賛同した市町（15/21 市町）と基本協定を締結。県と市町で企業団を令和 4 年度に設

立し、令和 5 年度から事業を開始する予定である。当面は事業ごとに経理を区分するが、将来的

には料金統一を行う。統合以外の連携を選択する市町には統合への参画を促していくほか、事務

の広域化等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 広島県広域化の事業スキームとスケジュール、給水人口 
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1.3  用水供給事業 

1) 沖縄県企業局（一部事務組合による用水供給を設立） 

県内一水道を目指した取り組みとして、沖縄本島周辺離島 8 村へ用水供給対象拡大による

水道広域化を行った。交付金は発生せず、認可や会計は既存事業のまま継続となり、既存事

業ごとに料金体系を設定する。 

 

 

 

 

図 1-7 沖縄県企業局の事業スキーム、給水人口 

 

  



 8 

2) 北九州市（市が用水供給を開始し分水解消＆事業拡大） 

既存の北九州市水道事業が、従来分水や原水供給を行ってきた事業者に対し用水供給事業

を開始した。芦屋町、水巻町の 2 事業とは事業統合を行い、他事業体とは認可や会計は既存

事業のまま継続している。事業統合の補助金として広域化促進事業費補助を活用した。 

 

 

 

 

図 1-8 北九州市の事業スキーム、給水人口 

 


